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沿革1
　知的財産権法研究会（以下、「当研究会」と
する。）は、コンピュータ研究会として発足
し、その後、知的財産権全般を研究対象とす
ることとなり、現在の名称となったものです。

入会資格2
　当研究会の会員は、当会会員だけに限らず、
他会の弁護士及び、知財を研究対象としてい
ることから弁理士も入会可能としています。
それ以外の方（学者等）については、当研究
会の承認を要します。

入会方法3
　当会公式ウェブサイトひまわりページの
「委員会・法律研究会からのお知らせ」の中
の「法律研究会一覧」から「知的財産権法研
究会」に進むと、入会申込書がありますので、
そちらをダウンロードし、所定事項をご記入
の上、事務局までFAX（03-3597-8140）でお送
りください。

年会費4
　年会費は1万円です。ただし、初年度登録者
（弁護士）については、登録の日が属する年

度の翌年度まで会費は無料とします（裁判官、
検察官経験者で、相当の法曹経験を有すると
当研究会が認めた者を除きます。）。

当研究会の活動5
ア　研究対象
　知的財産権法全般を研究対象としています
が、基本的な法律である特許法、著作権法、
商標法及び、不正競争防止法の四法が中心と
なります。毎年度、年間テーマを決めて、活
動を行っています。平成30年度の年間テーマ
は、不正競争防止法でした。平成31年度は、
商標法及び意匠法が年間テーマです。
イ　講演会
　当研究会の基本的な活動は、当研究会会員
又は外部講師による講演会の開催です。毎年5
月に、他会の弁護士をも対象とした公開講座、
11月に当会会員を対象とした研修講座を、ま
た、6月、7月、9月、10月、12月〜 3月に8回の
定例会を開催しています。例会は、原則とし
て第3水曜日の18時〜 20時としています。平
成30年度の開催状況は次のとおりです。なお、
講師の所属、肩書は講演当時のものです。
　①�5月公開講座「不正競争防止法の動向〜平
成30年不正競争防止法改正案を中心に」
北海道大学大学院教授・田村善之先生

　②�6月例会「差止請求の範囲」当会会員弁護
士・板倉陽一郎先生

　③�7月例会「不正競争防止法違反事件等の知
財刑事弁護」大阪弁護士会会員弁護士・
壇俊光先生

　④�9月例会「トレードドレス」弁理士・青木

知的財産権法研究会
	 代表幹事	 藤原�宏髙�（37期）�●Hirotaka Fujiwara

	 　		同	 中小路�大�（43期）�●Masaru Nakakoji

当会には、16の法律研究会があります。
本コーナーでは、法律研究会の入会方法や活動内容
についてレポートしていただきます。
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も札幌にて夏合宿を行う予定です。）。その研
究の成果を毎年2月及び3月の例会で発表して
います。その際のレジュメは、ひまわりペー
ジ内の当研究会の法律研究会ブログ中の「資
料等」に掲載していますので、ご参照くださ
い。
エ　選択型実務修習
　当研究会は、東京三会合同の選択型実務修
習「知的財産の実務」を提供しています。当
該修習においては、JASRAC訪問、日本マイ
クロソフト（株）訪問、知財高裁事件傍聴、特
許庁審判傍聴、各種演習等を実施しています。

最後に6
　知的財産権法にご興味のある先生方のご入
会を心よりお待ちしております。�

博通先生
　⑤�10月例会「AI・データ契約ガイドライン」
当会会員弁護士・齊藤友紀先生

　⑥�11月研修講座「不正競争防止法訴訟の実
務」知的財産高等裁判所所長・髙部眞規
子判事

　⑦�12月例会「アンブッシュ・マーケティン
グ」アストラゼネカ（株）執行役員法務部
長・ニューヨーク州弁護士・足立勝先生

　⑧�1月例会「関税法の実務」東京税関業務部
総括知的財産調査官（知的財産センター）
上席調査官・藤本晋也氏

　⑨�2月例会「営業秘密以外の裁判例の判例研
究」当研究会員弁護士・藤原宏髙先生、
同大塚一郎先生、同上沼紫野先生、同中
川義宏先生、同西岡志貴先生

　⑩�3月例会「営業秘密に関する裁判例の判例
研究」当研究会員弁護士・中小路大、同
植松大雄先生、同吉原祐介先生、同黒川
直毅先生

ウ　夏合宿
　毎年8月に、札幌にて夏合宿を行っていま
す。北海道大学大学院教授の田村善之先生が
主宰されている情報法政策学研究センターと
共催で判例研究会を行っています（なお、田
村先生は、平成31年4月から東京大学法学政治
学研究科に移籍されていますが、平成31年度

知的財産権法研究会

定例会 毎月第3水曜日　18：00～20：00

連絡先 事務局・矢島（ひかり総合法律事務所）　TEL：03-3597-8701／FAX：03-3597-8140

年会費 1万円（4月1日～翌年の3月31日）
※新規弁護士登録の新入会員は、弁護士登録初年度（翌年の3月31日まで）に限り、無料

入会方法 法律研究会ブログ（下記URL）をご参照ください
http://niben.jp/blog/chitekizaisankenhou/nyukai/

ホームページ http://www008.upp.so-net.ne.jp/niben-chizai/

夏合宿にて


